
   

  
 

○難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則 

平成二六年一二月二六日 

規則第一九四号 

改正 平成二七年三月二〇日規則第二〇号 

平成二七年七月一日規則第一四八号 

平成二八年四月二五日規則第一七七号 

平成三〇年三月三〇日規則第七五日 

令和元年六月二八日規則第三〇号 

令和二年三月三一日規則第六四号 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則を公布する。 

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。

以下「法」という。)の施行に関し、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平

成二十六年政令第三百五十八号。以下「政令」という。)及び難病の患者に対する医療等

に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

(用語) 

第二条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用

する用語の例による。 

 

(支給認定の申請) 

第三条 省令第十二条第一項に規定する申請書は、別記第一号様式から一号様式の三まで

による。ただし、既に支給認定を受けている者が当該支給認定に係る有効期間の満了後

も引き続き支給認定を受けようとする場合の申請書は、別記第一号様式の四による。 

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が認めた

場合は、この限りでない。 

一 省令第十二条第二項及び第三項に規定する指定医の診断書(別記第二号様式) 

一の二 個人番号に係る調書(別記第二号様式の二及び第二号様式の三) 

二 支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又は当該患者の保護者(以下「申請

者」という。)及び当該患者(当該患者の保護者が申請を行う場合にあっては、当該患

者及び当該保護者)と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票の写し 

三 次に掲げる申請者の区分に応じ、当該区分に掲げる者の、申請日の属する年度(申請

日の属する月が四月から六月までの場合にあっては前年度とする。以下この号におい



   

  
 

て同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同

法の規定による特別区民税を含む。以下この号において「区市町村民税」という。)

の課税年額を証明する書類 

イ 申請者が省令第六条第一号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者 

ロ 申請者が省令第六条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者及び当該申

請者に係る支給認定基準世帯員(政令第一条第一項第二号に規定する支給認定基準

世帯員をいう。以下同じ。) 

ハ 申請者が省令第六条第三号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者に係る支給

認定基準世帯員(当該支給認定基準世帯員が申請日の属する年度において区市町村

民税を課されない者(特別区又は市町村の条例で定めるところにより当該区市町村

民税を免除された者を含むものとし、当該区市町村民税の賦課期日において地方税

法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合は、当該申請者及び当該申請者

に係る支給認定基準世帯員) 

四 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員(第十号又は第十一号の規定に該

当する場合にあっては医療費算定対象世帯員(政令第一条第二項に規定する医療費算

定対象世帯員をいう。以下同じ。))全員の、加入している医療保険の被保険者証等(医

療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は高齢者の医療の確

保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者証(健康保険法(大

正十一年法律第七十号)第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印

紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又

は加入者証をいう。)の写し 

五 保険者が知事に所得区分に関する情報を提供することに同意する旨の書類 

六 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員が被保護者(生活保護法(昭和二十

五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいい、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)

第二十二条第二十五号の規定により被保護者とみなされる者を含む。)又は要保護者

(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいい、中国残留邦人等支援法施行令第

二十二条第二十五号の規定により要保護者とみなされる者を含む。)であって、省令第

七条、第九条又は第十条に規定する者であることを証明する書類(該当する場合に限

る。) 

七 政令第一条第一項第五号に規定する公的年金等の収入金額、合計所得金額及び省令

第八条に規定する給付の金額を証明する書類(当該申請者が市町村民税世帯非課税者

(政令第一条第一項第四号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)である場合

に限る。) 

八 当該申請に係る指定難病の患者が法第七条第一項第二号に規定する者に該当するこ



   

  
 

とを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該患者が当該規定に該当するとし

て申請を行う場合に限る。) 

九 当該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(政令第一条第一項第二号ロ

に規定する高額難病治療継続者をいう。以下同じ。)に該当することを証明する書類と

して知事が別に定めるもの(当該患者が高額難病治療継続者に該当するとして申請を

行う場合に限る。) 

十 当該申請を行う指定難病の患者に係る医療費算定対象世帯員における他の支給認定

を受けた指定難病の患者に係る医療受給者証の写し(当該申請を行う指定難病の患者

が当該医療費算定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限

る。) 

十一 当該申請を行う指定難病の患者又は当該患者に係る医療費算定対象世帯員におけ

る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第三項に規定する医療費

支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この

号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)に係る同法第

十九条の三第七項に規定する医療受給者証の写し(当該申請を行う患者が、当該申請を

行う患者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であり、又は当該医療費算

定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限る。) 

３ 前項の規定にかかわらず、道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項に規定する指定都市を含む。以下同じ。）から法第七条第一項の

規定により支給認定を受けた指定難病の患者及び当該患者の保護者が、当該支給認定の

有効期間が満了する日までに東京都の区域内に住所を有することとなり、かつ、同日ま

でに法第六条第一項の規定により支給認定の申請を行う場合においては、前項各号に掲

げる書類（同項第一号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに

掲げる書類のうち申請日において当該道府県が行った支給認定の内容から変更がないも

の並びに前項第八号に掲げる書類に限る。）に代えて、次に掲げる書類を提出することが

できる。 

一 当該道府県が交付した医療受給者証の写し 

二 当該道府県知事が知事に支給認定に関する情報を提供することに同意する旨の書類 

４ 前二項に掲げる書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。）第二

十二条第一項の規定により、当該書類に記載された情報と同一の内容を含む特定個人情

報（番号法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。）の提供が受けられる場合は

添付を要しないものとする。 

 

(申請内容の変更の届出) 

第四条 省令第十三条に規定する申請内容の変更の届出は、別記第三号様式による。 



   

  
 

２ 前項の届出には、医療受給者証のほか、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各

号に定める書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この

限りでない。 

一 当該届出に係る指定難病の患者又は当該患者の保護者の氏名若しくは居住地の変更 

前条第二項第一号の二に規定する書類及び当該患者又は当該保護者に係る住民票の写

しその他当該変更を証明する書類 

二 省令第十二条第一項第四号に規定する事項に係る変更 前条第二項第一号の二及び

第三号から第七号までに規定する書類(該当する場合に限る。) 

三 支給認定基準世帯員の構成に係る変更(前号に規定するものを除く。) 前条第二項

第一号の二、第三号、第四号及び第七号に規定する書類(該当する場合に限る。) 

３ 前二項の届出については、前条第四項の規定を準用する。 

４ 前三項の届出に基づき、知事が負担上限月額の変更を行った場合は、当該変更に基づ

く負担上限月額については、当該届出を受理した日の属する月の翌月の初日（月の初日

に受理した場合にあっては、当該日）から適用するものとする。ただし、知事が認めた

場合は、この限りでない。 

 

(指定医の指定) 

第五条 知事は、省令第十五条第一項の規定により、指定医を指定したときは、当該指定

医に対し、別記第四号様式により通知するものとする。 

 

(指定医の指定の申請) 

第六条 省令第十六条第一項に規定する申請書は、別記第五号様式による。 

 

(指定医の更新申請) 

第七条 指定医は、省令第十七条第二項の規定による更新を受けようとするときは、知事

に申請するものとする。この場合においては、前二条の規定を準用する。 

 

(指定医の申請内容の変更の届出) 

第八条 省令第十九条に規定する指定医の申請内容の変更の届出は、別記第六号様式によ

る。 

2 前項の届出が指定医の氏名の変更に係るものであるときは、当該変更を証する書類を

添付しなければならない。 

 

(指定医の指定の辞退) 

第九条 省令第二十条第一項の規定により指定医がその指定を辞退するときは、別記第七

号様式による辞退届により知事に届け出なければならない。 



   

  
 

2 前項に規定する辞退届には、第五条に規定する通知(以下「指定医指定通知」という。)

を添付しなければならない。 

 

(指定医の指定通知の再交付申請) 

第十条 指定医は、指定医指定通知を破り、汚し、又は失ったときは、別記第八号様式に

より、当該通知の再交付の申請を行うことができる。 

2 指定医指定通知を破り、又は汚した場合には、前項の申請書に、当該通知を添付しな

ければならない。 

3 指定医指定通知の再交付を受けた後、失った指定医指定通知を発見したときは、速や

かにこれを知事に返還しなければならない。 

 

(医療受給者証) 

第十一条 法第七条第四項に規定する医療受給者証は、別記第九号様式による。 

 

(支給非認定の通知) 

第十二条 知事は、法第六条第一項の申請があった場合において、支給認定をしないこと

としたときは、別記第十号様式により、当該申請に係る指定難病の患者又は当該患者の

保護者に通知するものとする。 

 

(医療受給者証の再交付の申請) 

第十三条 省令第二十七条に規定する申請書は、別記第十一号様式による。 

 

(医療受給者証等の提示) 

第十四条 支給認定を受けた指定難病の患者(政令第一条第一項第七号に規定する者を除

く。)が法第七条第六項の規定により医療受給者証を提示するときは、別記第十二号様式

による自己負担上限額管理票を添えるものとする。 

 

(指定難病審査会の委員の定数) 

第十五条 法第八条第一項に規定する指定難病審査会の委員の定数は、二十五人以内とす

る。 

(平二七規則一四八・一部改正) 

 

(支給認定の有効期限) 

第十六条 支給認定の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日と

する。ただし、知事が認めた場合は、申請を受理した日から起算して一年三月以内で知

事が定める日までとすることができる。 



   

  
 

一 支給認定を受けていない者が支給認定を受けた場合 当該支給認定に係る申請を受

理した日から一年を経過する日の属する月の末日 

二 既に支給認定を受けている者が当該支給認定に係る有効期間の満了後も引き続き支

給認定を受けた場合 支給認定の有効期間が満了する日の翌日から起算して一年を経

過する日 

三 既に支給認定を受けている者が当該支給認定の有効期間内において法第十条第二項

及び省令第三十二条第三号の規定により当該支給認定に係る指定難病以外の指定難病

について支給認定を受けた場合 既に受けている支給認定に係る有効期間が満了する

日 

四 第三条第三項の規定により支給認定の申請を行った者が支給認定を受けた場合 次

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる日 

イ 当該支給認定の有効期間の初日が当該者に係る道府県が行った支給認定の有効期

間の初日(以下この号において「基準日」という。)の属する月の初日から起算して三

月以内の場合 第一号に定める日 

ロ 当該支給認定の有効期間の初日が基準日の属する月の初日から起算して三月を超

える場合 基準日から一年二月を経過する日の属する月の末日 

(平二七規則二〇・平二八規則一七七・一部改正) 

 

(支給認定の変更の申請) 

第十七条 省令第三十三条第一項に規定する申請書は、別記第十三号様式による。 

２ 前項の申請書には、医療受給者証のほか、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該

各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、知事が認めた場合は、この限り

でない。 

一 負担上限月額(政令第一条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)及び

負担上限月額に関する事項に係る変更 第三条第二項第一号の二、第三号から第七号

まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。) 

二 指定難病の名称 当該指定難病に係る第三条第二項第一号に掲げる書類 

３ 前二項の申請については、第三条第四項の規定を準用する。 

４ 前三項の申請に基づき、知事が負担上限月額の変更の認定を行った場合は、当該変更

に基づく負担上限月額については、第四条第四項の規定を準用する。 

 

(医療費助成対象者証明書の交付) 

第十八条 知事は、省令第十三条の規定により支給認定の申請内容の変更の届出を受理し

たとき、又は省令第三十三条の規定により支給認定の変更の申請を受理したときは、別

記第十四号様式による東京都医療費助成対象者証明書を交付するものとする。 

 



   

  
 

(支給認定の取消し) 

第十九条 知事は、法第十一条第一項の規定により支給認定を取り消したときは、別記第

十五号様式により、当該取消しに係る支給認定患者等に通知するものとする。 

 

(特定医療費の請求) 

第二十条 支給認定患者等は、特定医療費の支給を受けようとするとき(法第七条第七項の

規定に該当する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める申請書により知事に請求するものとする。 

一 支給認定患者等が第三条第二項第六号に掲げる者に該当しない場合であって、第二

号に掲げるもの以外の特定医療費の支給を受けようとするとき 医療費支給申請書兼

口座振替依頼書(別記第十六号様式) 

一の二 支給認定患者等が第三条第二項第六号に掲げる者に該当する場合であって、次

号に掲げるもの以外の特定医療費の支給を受けようとするとき 医療費支給申請書兼

口座振替依頼書(別記第十六号様式の二) 

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による医療に関する給付に係る特定

医療費の支給を受けようとするとき 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(別記

第十七号様式) 

(平二八規則一七七・一部改正) 

 

(指定医療機関の指定の申請) 

第二十一条 省令第三十五条に規定する指定医療機関の指定に係る申請書は、別記第十八

号様式による。 

2 知事は、法第十四条第一項の規定により指定医療機関を指定したときは、当該指定医

療機関に対し、別記第十九号様式による難病医療費助成指定医療機関指定書(以下「指定

医療機関指定書」という。)を交付するものとする。 

(平二八規則一七七・一部改正) 

 

(指定医療機関の更新申請) 

第二十二条 指定医療機関は、法第十五条第一項の規定による更新を受けようとするとき

は、知事に申請するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。 

 

(指定医療機関の申請内容の変更等の届出) 

第二十三条 省令第四十二条に規定する届出は、別記第二十号様式による。 

 

(指定医療機関の業務の休止等の届出) 

第二十四条 省令第四十三条に規定する指定医療機関の業務の休止等の届出は、別記第二



   

  
 

十一号様式による。 

2 前項の届出(指定医療機関の業務の廃止に係るものに限る。)には、指定医療機関指定書

を添付しなければならない。 

(平二八規則一七七・一部改正) 

 

(指定医療機関の指定辞退の申出) 

第二十五条 省令第四十四条に規定する指定医療機関の指定の辞退の申出は、別記第二十

二号様式による。 

2 前項の申出には、指定医療機関指定書を添付しなければならない。 

(平二八規則一七七・一部改正) 

 

(指定医療機関指定書の再交付申請) 

第二十六条 指定医療機関は、指定医療機関指定書を破り、汚し、又は失ったときは、別

記第二十三号様式により、当該指定医療機関指定書の再交付の申請を行うことができる。 

2 指定医療機関指定書を破り、又は汚した場合には、前項の申請書に、当該指定医療機

関指定書を添付しなければならない。 

3 指定医療機関指定書の再交付を受けた後、失った指定医療機関指定書を発見したとき

は、速やかにこれを知事に返還しなければならない。 

(平二八規則一七七・一部改正) 

 

(実施細目) 

第二十七条 知事は、この細則に定めるもののほか、難病の患者に対する医療等の実施に

関して必要な細目を定めることができる。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(政令附則第二条に規定する基準に該当する者に係る特例) 

2 難病療養継続者(政令附則第三条に規定する難病療養継続者をいう。以下同じ。)に係る

第三条第二項第九号及び第十七条第二項第一号の規定の適用については、第三条第二項

第九号中「高額難病治療継続者(政令第一条第一項第二号ロに規定する高額難病治療継続

者をいう。以下同じ。)に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当

該患者が高額難病治療継続者に該当するとして申請を行う場合に限る。)」とあるのは「体

の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障

があると認められる者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当

該患者が当該者に該当するとして申請を行う場合に限る。)」と、第十七条第二項第一号



   

  
 

中「第九号から第十一号までに掲げる書類」とあるのは「第十号、第十一号及び附則第

二項の規定により読み替えて適用する第三条第二項第九号に掲げる書類」とする。 

3 第十六条第一号の規定にかかわらず、難病療養継続者に係る支給認定の有効期限につ

いては、知事が別に定めるところによる。 

(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する難病認定患者等に係る

特例) 

4 知事は、施行日の前日において東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則

の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「改正難病医療費助成規

則」という。)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以

下「旧難病医療費助成規則」という。)第六条第一項の規定により医療費の助成に係る認

定(旧難病医療費助成規則別表第一の第二類の欄に掲げる疾病のうち指定難病に相当す

る疾病に係るものに限る。以下この項において「助成認定」という。)を受けていた者(施

行日前に旧難病医療費助成規則第五条第一項の規定により申請を行い、施行日以後に助

成認定を受けた者を含む。)であって、施行日以後引き続き助成の対象となるものが、平

成二十九年十二月三十一日までの間において、改正難病医療費助成規則による改正後の

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新難病医療費助成規則」と

いう。)第八条第一項に規定する医療費の助成期限(新難病医療費助成規則第十条第一項

の規定による更新申請に係る認定を受けた場合にはその助成期限)までに法第六条第一

項の規定により申請を行い、支給認定(助成認定を受けた疾病に係るものに限る。)を受

けた場合は、当該支給認定の有効期間の開始日から平成二十九年十二月三十一日までの

間は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、法第五条第二項及び第三項の規定により、一

月につき、当該支給認定患者等が負担すべき額が当該中欄に掲げる額を超えた額につい

て、当該下欄に掲げる額を限度額として、当該医療に要した費用を助成するものとする。 

区分 月ごとの自己負担額 東京都助成限度額 

一 政令第一条第一項第一号に

掲げる者 

二万円 一万円 

二 政令第一条第一項第二号イ

に掲げる者 

一万円 一万円 

三 政令第一条第一項第三号に

掲げる者(高額難病治療継続者

を除く。) 

五千円 五千円 

 

5 前項に規定する者が、身体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にある

ため、日常生活に著しい支障があると認められる者として知事の認定を受けた場合は、

前項の表上欄中「第一条第一項第三号に掲げる者(高額難病治療継続者を除く。)」とあ

るのは「第一条第一項第四号イに掲げる者」と、同表中「 



   

  
 

二万円 一万円 

一万円 一万円 

五千円 五千円 

 

」とあるのは「 

五千円 二万五千円 

五千円 一万五千円 

二千五百円 二千五百円 

 

」とする。 

6 前項の認定を受けようとする者は、体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする

状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者に該当することを証明す

る書類として知事が別に定めるものにより、知事に申請しなければならない。 

7 附則第四項及び附則第五項に規定する助成については、法に規定する特定医療費の支

給の例による。 

(経過措置) 

8 難病療養継続者並びに附則第四項及び附則第五項に規定する者に係る第二十条第一号

の規定の適用については、同号中「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第十六号様

式)」とあるのは「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(経過措置用)(附則別記様式)」と

する。 

9 この規則の施行の際、現に法、政令及び省令の規定によりなされた申請、届出その他

の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続

とみなす。 

 

（以下、中略） 

 

附 則(平成二七年規則第二〇号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律

施行細則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

 

附 則(平成二七年規則第一四八号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成二八年規則第一七七号) 



   

  
 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項第一号の次に一号を加える

改正規定及び別記第二号様式の次に一様式を加える改正規定は、同年八月一日から施行

する。 

2 別記第五号様式から第八号様式まで、第十八号様式(表)、第二十号様式(表)及び第二十

一号様式から第二十三号様式までの改正規定の施行の際、この規則による改正前の難病

の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第五号様式から第八号様式まで、第十

八号様式及び第二十号様式から第二十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

附 則（平成二九年規則第七五号） 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式（病名等の情報に関するも

のに限る。）、第九号様式（表）及び第十三号様式の改正規定は平成三十年一月一日から、第

三条第三項、附則別記様式及び別記第十六号様式から第十七号様式までの改正規定は平成三

十年四月一日から施行する。 

2 附則別記様式、別記第一号様式、第三号様式、第五号様式、第十三号様式及び第十六号様

式から第十七号様式までの改正規定の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対す

る医療等に関する法律施行細則附則別記様式、別記第一号様式、第三号様式、第五号様式、

第十三号様式及び第十六号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

附 則（令和元年規則第三〇号） 

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式（この規則により改正さ

れるものに限る。）による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

 

   附 則（令和二年規則第六四号） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第一号様式、

別記第二号様式の二、別記第三号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第八号様式、

別記第十一号様式及び別記第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 


